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足立区男女共同参画推進委員会会議概要 

会 議 名 令和５年度 第５回 足立区男女共同参画推進委員会 

事 務 局 地域のちから推進部多様性社会推進課 

開催年月日 令和６年１月３１日（水） 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後３時４６分 

開 催 場 所 Ｌ・ソフィア ３階第２学習室 

出 席 者 

【委員】 

石阪 督規 委員長 内藤 忍 副委員長 ぬかが 和子委員 

さの 智恵子委員 杉本 ゆう 委員 國府田 豊 委員 

小島 まゆみ委員 片野 和惠 委員 齋藤 ゆきえ委員 

札本 安識 委員 山下 友美 委員 市川 慎次郎委員 

遠藤 美代子委員 佐藤 英二 委員 田口 麻美 委員 

【事務局】 

飯塚 多様性社会推進課長 岡   男女共同参画推進係長 

木野瀬 事業調整担当係長 大高 男女共同参画推進係主査 

秋谷 男女共同参画推進係係員  

【傍聴者】３名 

会 議 次 第 １ 開会挨拶 

２ 前回（１２／２５開催）委員会のふりかえり 

３ 令和５年度推進委員会提言について 

４ 男女共同参画社会推進条例の改正について 

５ 事務連絡 
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資 料 

 
・資料１：令和５年第４回男女共同参画推進委員会（１２月２５日）の

要点 

・資料２：審議会等への女性登用状況調査一覧 

・資料３：令和５年度男女共同参画推進委員会提言（案） 

・資料４：男女共同参画推進条例改正検討の推移 

・資料５：令和３年度第３回まとめ 

・資料６：男女共同参画推進条例２３区比較 

・参考資料：条例と要綱の比較 

・参考資料：青少年委員会組織図 

・参考資料：多様性社会推進課所管各講座等のチラシ 

そ の 他 
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（審議経過） 

１ 開会挨拶 

（飯塚課長） 

 今日はお忙しいところ、皆さんどうもあ

りがとうございます。定刻になりましたの

で、令和５年度第５回足立区男女共同参画

推進委員会を開催いたします。 

 本日はお忙しい中、男女共同参画推進委

員会にご出席いただきまして、ありがとう

ございます。 

 当委員会は、男女共同参画社会推進条例

の第19条の規定に基づきまして、男女共同

参画の推進に関する施策を推進するため、

区長の附属機関として設置するものでござ

います。 

 なお、足立区男女共同参画推進委員会規

則の第４条に基づき、本委員会は総委員の

半数以上の委員の出席がなければ会議を開

くことができないこととなってございます。

現段階で委員の皆様総数15名のところ、11

名今ご出席ですので、本日の会議は有効に

成立しております。 

 また、同規則の第５条により、当委員会

は公開することとなっております。後ろの

ほうに傍聴席の方がいらっしゃいます。あ

わせて、会議録の作成が必要となっており

ます。委員の皆様のご発言につきましては、

後ほどご発言内容を確認いただいた上で、

ホームページなどで公開する形となります。

本日、またよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ではございますが、お手

元の次第に沿って進めてまいりたいと思い

ます。 

 その前に資料の確認です。席上のほうに

次第、それから本日の資料としまして、資

料１から６までです。最後に参考資料とし

て、特に番号は振っていないんですけれど

も、条例と要綱の比較、青少年委員会の 

組織図、多様性社会推進課所管のチラシ、

今年度最後のものを１枚つけてございます。

過不足ないでしょうか。 

 それでは、これからの進行は石阪先生に

お願いします。 

 

２ 前回（１２／２５）開催委員会のふり

かえり 

（石阪委員長） 

 皆さん、こんにちは。 

 それでは、委員会を進めてまいりたいと

思います。 

 まずは、次第に沿って進めていきたいと

思いますが、１、開会挨拶、これが今１で

すね。 

（飯塚課長） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 それでは、いつものように前回の振り返

りからスタートしてまいりたいと思います。 

 それでは課長のほうからですかね。 

（飯塚課長） 

 それでは、お手元の資料のほうから説明

させていただきたいと思います。今日は席

上配付なので、読み上げ的な形で皆さんに

説明させていただきます。 

 まず、資料１のほうをご覧ください。前

回、皆さんから身近な話題を踏まえて、そ

こに至った考えとかいろいろご意見をいた

だきました。そういったことを踏まえて、

まとめさせていただいたものになります。 

 まず、１として、足立区における各団体

の女性参画率についてですが、（１）現状

です。まず、町会やＰＴＡなどの女性会員

が、会員全体では女性が多いにもかかわら

ず、会長職となると男性が就いている傾向

がある。また、イとしまして、会長職の充

て職の多さゆえに、会長職を敬遠される原
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因にもなっているのではないか。ウ、会議

に選任されるそもそも団体に女性が少ない

実情もあるということで、３点、現状分析

をまとめさせていただきました。 

 そして、皆様からいただいた意見をアか

らオという点でまとめさせていただいてお

ります。 

 アとしまして、地域団体の中で性別役割

分担意識があるため、意識解消の普及・啓

発が必要ではないかということで、かなり

ぎゅっと圧縮はしているんですけれども、

まだまだこれは男性、あと男性が昼間来ら

れなくても、それは当たり前だよねと思っ

てしまうというようなご意見もありました

ので、性別役割分担意識が根強いというと

ころで、意識解消の普及・啓発が必要。 

 イとしまして、地域団体の中の女性限定

の組織をつくるがゆえにというところで、

女性部というのがおかしいんじゃないかと

いう意見がございましたので、それを集約

するような形で女性限定の組織という言葉

でまとめさせていただきました。性別役割

分担が生まれているのではないか。女性限

定ではなく、男女の壁を隔てない組織にす

べきではないかというご意見でまとめさせ

ていただいております。 

 ウとしまして、一般的に区の審議会等で

は公募委員を増やすことにより、男女比率

が改善する傾向にあるため、公募委員を多

く選定できるよう、制度改正が必要ではな

いかというご意見もいただきました。 

 エとしまして、会議の開催方法が、こう

いった対面ばかりでなく、オンラインや情

報発信ツールを積極的に取り入れることで

参加しやすくなるのではないかというご意

見もあったと思います。 

 オとしまして、一斉にやるのは非常に難

しいので、やっていただけるところからア

プローチしていったらどうだろうかという

意見もあったというふうに思っております。 

 また、３つ目としまして、委員からの要

望で、前回、審議会等の男女比率の資料を

提示しましたところ、公募委員、どれぐら

いなのか知りたいということでしたので、

次の資料２というところで、女性比率が

40％未満のところで、どこが公募を採って

いるかということを調べてまいりました。 

 （１）の女性比率が40％未満の足立区の

各種審議会・委員会等では、５つだけとな

っております。その中で13番目の国民健康

保険運営協議会というのがあるんですが、

残念ながら公募にもかかわらず女性はゼロ

というところで、なかなか女性が公募して

こないんですというお話は、所管のほうか

ら聞いてまいりました。 

 裏面の（２）の附属機関以外の審議会で

は公募委員はなかったという状況になって

ございます。 

 区の審議会等に公募委員を増やすという

取組なんですが、ユニバーサルデザイン推

進委員会というものがあります。ユニバー

サルデザイン推進計画というものを持って

おりまして、そちらでは審議会委員等の公

募制の推進という事業がありまして、全体

の中で11以上、会議体で11以上に公募委員

を入れていこうということで、今政策経営

課になりますけれども、そちらのほうで取

り組んでいることになっております。 

 あと最後です。２番目、足立区の男女共

同参画推進条例については、一旦23区の資

料を皆さんに提示したところですが、令和

３年度、なぜ改正を目指すことになったの

かというところで、本日また次の議題にな

りますが、資料４のほうで、また後ほどご

説明させていただければと思っております。 

 資料１と２の説明は以上となります。 
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（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 前回の議論を振り返りますと、まず、１

つ目としては、地域の団体、こちらについ

ての議論の中で性別役割分担意識があると

か、あるいは女性限定の組織ですね。女性

部だったかな、そういう部みたいなものを

組織の中につくってしまう、こういったこ

ともあるので、男女の役割が分担されない

ような仕組みにしていく必要があるという

ご意見もいただきました。 

 また、会長職が女性が少ないというとこ

ろもご指摘をいただいたところです。こう

いった地域の団体についての意見、これが

まず大きな一つの意見でした。 

 それから、もう１点はこの審議会の女性

登用の状況です。こちらもたしか表を確認

して特に低いところ、ここは積極的に公募

委員を増やすことによって、いわゆる充て

職だとどうしても男性が多くなってしまう

ので公募委員を入れていこうということな

んですが、質問にもありましたとおり公募

委員の割合を知りたいということでお示し

いただきましたが、やはり数値の低い、女

性比率の少ないところは、どうしてもやっ

ぱり公募そのものをやっていない委員会が

多いということが言えるのではないかと思

いますので、例えば区民の皆さんの公募を

入れるというような動き、積極的なそうい

う動きも一方で必要であるととともに、改

選のときにはこういった男女の比率、バラ

ンス、こういったものを考えながら改選い

ただくような、それぞれの担当部局への普

及、啓発、こういったことも必要になって

くるんじゃないかと思います。 

 こちらについてのご意見、ご質問はいか

がでしょうか。前回の点、よろしいですね。

一応振り返りということで、何か。 

（内藤委員） 

 委員意見のイのところなんですけれども、

今振り返りでいいんですか。 

（石阪委員長） 

 はい。 

（内藤委員） 

 １の（２）のイです。ア、イ、ウのイで

す。ちょっと細かいところなんですけれど

も、「地域団体の中の女性限定の組織を作

るがゆえに」そういう意識が生まれている

ふうに言ったかどうか、それを反映してと

いうか。 

（石阪委員長） 

 因果関係の話でもないですものね。 

（内藤委員） 

 そうですね。そこは因果関係では語られ

ていなかったかなと思いますので、ちょっ

と書きぶりを。 

（石阪委員長） 

 分かりました。ここはだから組織もある

ということですね。 

（内藤委員） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 結果として性別役割分担意識が生まれる

場合もあり得るということになります。い

ずれにしても言っていることはそういうこ

とですね。女性限定ではなくて男女の壁を

隔てない。そういった組織をつくっていく

必要があるんじゃないかと。 

 これはたしか女性部と青年部とか、いわ

ゆる今多様性の時代であるにもかかわらず、

そういったカテゴリーごとに分けてしまっ

ているこの組織の在り方、この辺も問題な

んじゃないかというご意見だと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 では、ほかにご意見がないようでしたら、

こちらについてはまたもし何かあれば、ご
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発言いただければと思います。 

 

３ 令和５年度推進委員会提言について 

（石阪委員長） 

 それでは、続きまして、次第の３番目、

令和５年度推進委員会提言について、こち

らは資料３ということになります。 

 こちらは毎年、年度末に私、委員長と副

委員長の内藤さんとで、区長のほうに今回

の年間を通して、皆さんからいただいた提

言、こちらのほうをお渡しする場というの

があります。その際に、私どもこの委員会

の提言を毎年まとめて、それをお話しする

ということなので、今事務局のほうと相談

をしてまとめてみましたので、これを読み

上げますから、もうちょっとこれ、こうい

うふうにしたほうがいいとか、加えたほう

がいいとか、そういうものがあれば、また

皆さんからご意見をいただければと思いま

す。 

 それでは資料３になります。委員会提言

総括。 

 第８次足立区男女共同参画行動計画では、

「様々な分野における女性の参画拡大と活

躍推進」を柱として掲げている。しかしな

がら、審議会や地域団体における女性の参

加率は、決して高いものではないため、改

善に向けて何らかの対応を講じていく必要

があるのではないか。これは総括ですね。 

 提言としては、今年度令和５年の提言で

す。 

 １、審議会等の女性参画率が高い会議体

を分析すると、公募委員の割合が多い傾向

にある。そこで各審議会等へ公募委員の割

合を増やすように、各所管へ働きかけを行

うことが必要ではないかと。これは先ほど

お示ししたとおりですね。 

 それから２つ目。女性が活躍している会

議体や団体の好事例を広く公表していく。

また、「会議体のトップは男性」という

「性別役割分担意識」の解消が大変重要に

なってくる。 

 それから３つ目。審議会等の開催の多く

が対面となっている現状は、働く世代等の

参加率を下げている要因となっている。オ

ンライン会議のさらなる実施や、情報発信

ツールの利用による一斉情報共有などで工

夫することにより、女性の参画だけでなく

様々な世代の参画が実現できると。 

 つまり審議会、足立区の場合に限らない

のかもしれませんけれども、やはりどうし

ても対面が非常に多いということになって

います。例えばこういう形で平日の午後の

対面ということになると、参加できる方も

限られているということもあります。むし

ろオンライン会議、これを実施することに

よっていろいろな方がこの審議会等に参加

する機会が増えるのではないかと。それを

実現していただきたいという、こういう提

言ですね。 

 ということでまとめさせていただきまし

た。何かもし補足や修正、提言等ありまし

たら、こういうこともちょっと入れたほう

がいいんではないかということです。これ

は区長に対して直接私どもで申し上げるの

で、ここに表記されれば、そのまま区長は

これを読むということになります。 

 お願いします。 

（佐藤委員） 

 佐藤です。よろしくお願いします。一つ

気になったのが、委員会提言の２番。「会

議体のトップは男性」というところなんで

すが、私の感覚だと会議体のトップが男性

なのが違和感があるというよりは、半分以

上が男性で占められていることのほうが違

和感があって、ここは、トップは男性でも
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いいんじゃないかなということで考えると、

少し表現を変えたほうがいいのかなと思い

ました。 

 あと委員会提言の総括の一番上なんです

けれども、「改善に向けて何らかの対応を

講じていく必要がある」ということなんで

すが、女性がやりたくないというか、やる

に当たってメリットが感じられないのかな

というのが一番問題なのかなと思っていて、

現状で何人女性がいる、割合が何人いると

いうよりは、何でやりたいか、やりたくな

いかのその調査をしたほうがいいのかなと

思っていまして、例えば民間企業だとカル

ビーさんが女性で役員をやりたい人が６割

いるらしいんですけれども、そういう会社

もあるので、そういう特異な会社をつかま

えてきて、女性が管理職とかやりたいと思

っている理由が何なのか、そういうのを鏡

のように照らし合わせて比較していくとま

た違うのかなと思いました。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 １点目ですけれども、先ほどトップは男

性という表現よりは、むしろ女性の参加率

を増やしていくということですね。そうす

るとね。男女比のほうに問題があると。 

（佐藤委員） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 これは１番のほうですね。これである意

味ではやはり女性の数を増やしていこうと。

率、女性の参加率が高いところは公募委員

が多いということなので、こちらに趣旨と

しては入っているのかなという気がします。 

 トップは男性、「トップ」という言い方

ですけれども、これは恐らく町会・自治会

の会長のことですかね、主にね。恐らくは

ね。それをただ、こういう書き方をしてい

るということなんですが、これいかがです

か。 

（内藤委員） 

 ご意見ありがとうございます。今のをお

伺いして、私が思っていたことと関連する

ので一緒に言うと、管理職というかトップ

の話は１に一緒にできるかなと思うんです

が、多分ご意見では特に地域団体の中で、

トップじゃなくても活動が男女で偏りがあ

るということが指摘されていたと思うので、

２番目としてそういったところを取り上げ

る形はどうでしょうか。 

 そうすると要点でまとめていただいた女

性限定の組織というか部門があったりとか、

それから男女で活動内容に偏りがあるとい

うことの指摘を２番でできるかなと思いま

した。いかがでしょうか。 

（佐藤委員） 

 ありがとうございます。それでお願いし

ます。 

（石阪委員長） 

 これ皆さん、どうですか。よろしいです

かね、そういう形で。 

 では、今の内藤さんのご指摘のとおり、

これ１番と２番というのは、２番を１番の

ほうに入れて表記をいただいた、新たに２

番として、いわゆる先ほどのイの意見の性

別役割分担のほうですね、２の意見のア、

イのところにちょうど該当するんですかね。

このあたりの表記をしていただくという変

更をさせていただきます。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 あともう一つ、佐藤さんからあったのは

総括のほうですかね。 

（佐藤委員） 

 そうです。どう対応するかというところ

で、数字に出ていない人たち、やりたくな

い理由、それが何なのかが分かればいいな
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と。 

（石阪委員長） 

 なかなか難しいのは、これ皆さんやりた

くてやっているのか、やらされているのか。

特に町会、自治会のトップが本当に私やり

たいですと言ってやっている人がいるかど

うかというところも絡んでくる。民間の管

理職とはちょっと違うと思うんですよね。

恐らく周りが男性だから、じゃ、あなたお

願いという形でやらされるケースが多いと

いうことも想定されると。 

 ですから、これ、表記としては難しいん

ですけれども、男性だからという理由で会

長であるとか、そういうものになるという

ことに対するある意味では問題というふう

にちょっと理解していただいたほうがいい

かもしれないですね。そうするとね。 

（佐藤委員） 

 お願いします。 

（石阪委員長） 

 女性だからやらなくていいとか、男性だ

からやるべきだという、そういう形での会

長の選出というものに対する疑義というこ

とです。 

 よろしいでしょうか。ほかに何かもしご

意見、あるいは付け加えていただいても構

わないです。こういうことはちょっと提言

として入れておいたほうがいいんじゃない

か。 

（内藤委員） 

 ３点目、３のところについて、あらゆる

世代、女性を含む様々な世代の参画という

ために、オンライン会議等の例示が出てい

るんですけれども、オンライン会議だと今

度は層が狭まる可能性もあるので、要する

に併用ということですよね。 

（石阪委員長） 

 そういうことです。 

（内藤委員） 

 それが分かるように書いていただけると

うれしいかなと思いました。 

（石阪委員長） 

 選択肢を増やすということですね。会議

の方法、多様化してきているので、オンラ

インの会議も並行して実施していく。もっ

と言うとハイブリッドであったりとか、そ

ういうやり方ですね。 

（ぬかが委員） 

 すみません。１点だけ。今の３番のとこ

ろで、結論として女性の参画だけでなく

様々な世代の参画が実現できるという大事

なところだと思っているんですけれども、

ここの議論の中で女性という切り口もあっ

たけれども、若い世代の参画というのもか

なり議論してきたと思うので、一言その辺

をうまく入れてもらえるといいなと思いま

した。 

（石阪委員長） 

 若い方々に入ってもらう。 

（ぬかが委員） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 そうですね。若い方、この会議でもかな

り議論がありましたけれども、やっぱり若

い方を入れていくと。いろいろな世代、特

に若い方の世代の参画、これを実現してい

ただきたい。ありがとうございます。 

 それでよろしいでしょうか。 

 それでは、今いただいた意見を踏まえて、

こちらのほうは修正をさせていただきます。

修正後、これを改めて区長のほうに提言を

させていただくんですが、最終的な修正に

ついては私に一任ということで、申し訳あ

りませんが、よろしいでしょうか。 

（「はい」という者あり） 

（石阪委員長） 
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 それでは事務局と調整をして、私のほう

に一任をいただいて、最終的に区長のほう

に提言をしていきたいと思います。 

 日程は決まっていて、３月14日でしたね。

区長のほうにこちらをお渡しするというこ

とになります。 

 それでは、提言については以上とさせて

いただきます。 

 

４ 男女共同参画社会推進条例の改正につ

いて 

（石阪委員長） 

 それでは、続いて、次第でいうと、今度

は４番目です。男女共同参画社会推進条例

の改正について、こちらですが、前回でも

少しお話をさせていただきましたが、今足

立区には男女共同参画推進条例という条例

があります。この条例なんですが、見てい

ただくと、多様性に関する文言というのが

一切入っていないんですね。 

 後で説明があると思うんですけれども、

実は審議会の中でもこの多様性については

議論をしていて、数年前に一旦条例の中に

この多様性についての文言を入れるべきだ

という、こういった結論が出たことがあり

ます。ただ、コロナもあって一旦それはそ

れで終わってしまって、条例の改正に向け

ての提言というのがそのまま止まってしま

ったという経緯があります。 

 今回改めて、これは次年度になると思う

んですけれども、今年度そういった条例を

改正する必要があるんじゃないかと皆さん

から合意が得られれば、それを踏まえて次

年度、本格的にどんな条例にしていくのか

というのを皆さんと一緒に議論していきた

いと思います。 

 この間の経緯を今、課長のほうからお話

をいただきたいと思います。 

（飯塚課長） 

 それでは、お手元の資料４、５等に沿っ

て説明させていただきます。 

 恐らく当時、この委員会で参加されてい

たのは委員長、副委員長と田口委員と佐藤

委員は入られていましたかね。 

（石阪委員長） 

 佐藤さん、たしか多様性の議論をしまし

たよね。 

（佐藤委員） 

 はい。 

（飯塚課長） 

 では、一部の方はご存知でおさらいにな

ってしまいますが、今しばらくお付き合い

いただければと思います。 

 まず、資料４のほうをご覧ください。 

 条例改正検討の経緯ですが、まず１とし

まして、令和３年度第３回推進委員会でＬ

ＧＢＴの当事者の方からお話を伺うという

機会を設けておりました。内容については

次の資料５になります。ヒアリングした内

容としましては、「ＬＧＢＴの方々への理

解・促進」ですとか、「カミングアウトや

相談する相手との関係性」、「現状におけ

る自治体や支援団体が設置する相談窓口の

認知度や利用度」、「自治体が負うべき役

割はどのようなことか」、裏面には「職場

や学校、公共施設などのインフラ面で主に

留意すべきことは」というようなことを聞

いていたようです。 

 資料４のほうにお戻りください。このよ

うなヒアリング結果を踏まえて、こちらの

委員会で委員の皆様からいただいた意見が

２の（１）にまとめてあります。委員会で

の主な意見としましては、アとしまして、

条例等の整備ということで、アからエまで、

当時意見をいただいております。 

 まず、アとしまして、現在の足立区男女
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共同参画社会推進条例は、性別による権利

侵害の禁止をうたっているが、性的指向や

性自認については明記がされていない。イ、

性的指向や性自認に関する差別の禁止やア

ウティングの禁止などを条例に盛り込み、

偏見にどう立ち向かっていくかというルー

ルづくりが必要。ウ、他自治体の条例には、

新たに性の多様性を含めた条例を作成する

形と、現在ある条例に性の多様性について

の項目を追加する形が主にある。エ、他の

自治体なども参考にして、足立区のやり方

を考えていく必要があるということで、条

例等の整備について意見をいただいており

ました。 

 意識啓発についてはイのところで、アと

しまして、性自認や性的指向について低年

齢から始まっているというところから、幼

少期からの啓発がとても大事である。イと

しまして、資料５のところであったんです

けれども、小学校入学前でも25％の男の子

が性自認に違和感を感じているというアン

ケート結果があったというところで、どの

世代も継続して啓発していくことが必要。

ウ、ＬＧＢＴの問題は根本的な区民の意識

の問題が大きいと思う。エ、大手企業など

は研修等で進んでいるが、中小企業などは

まだ理解が不足しているのではないかとい

うような意識啓発に対するご意見をいただ

いておりました。 

 そういったことを踏まえまして、今後の

方針として、「男女格差の是正」と「多様

性の尊重」の両輪を実現していくに当たり、

条例の名称を変更するのかを検討。 

 また、２点目として新たに条例をつくる

のか、現在の条例の条文を変更していくの

か検討ということで、当時まとめていただ

いたようです。 

 当時のこの意識啓発に対する意見に基づ

いて、今現在は保育園や小学校等でもこう

いった教育が始まっていて、ＬＧＢＴの出

前講座等も我々行っています。当事者の方

に小学校、中学校に行っていただいて、お

話を伺うことで、子どもたちも非常に感銘

して素直に話を聞いていただいたりしてお

ります。そして、企業向けには出前講座な

どはなかなか時間設定が難しいという意見

もあったことで、本日通知したところなん

ですが、リモートで勉強できるように、ｅ

ラーニング講座を開始しました。今年基礎

編ということで設定しましたけれども、ぜ

ひ皆さんにご利用いただければありがたい

なと思っております。 

 意識啓発は進んでいるところですが、条

例の整備についてはまだ止まっているよう

な状況が現状でございます。 

 資料６が23区、前回もお出ししましたが、

もうちょっと簡単な感じで23区の一覧を作

りました。条例のほうに「基本的理念に性

的指向又は性自認の尊重」が記載されてい

るか否か。また「差別禁止」の記載がある

か、アウティングの禁止があるかというと

ころを丸バツで一覧表でまとめましたので、

こちらをご覧いただければと思います。 

 簡単ですが、私のほうから以上となりま

す。 

（石阪委員長） 

 それでは、ちょっと補足をさせていただ

きます。 

 先ほどお話がありましたように、担当所

管課のヒアリングも実はこの会議の場で行

いました。そこで出てきた意見というより

は、そのレクのときに、性的指向や性自認

についての違和感を持つのは、もう小学校

入学以前というのが非常に多いんだと。で

すので学校教育で、例えば中学校から始め

ると、高校から始めるのではもう遅過ぎる
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と。小学校入学前からそういった多様性に

ついての理解、これをやっていく必要があ

るんだという、そういうアドバイスもいた

だきました。これは当事者の方でしたかね。

当事者の方かな。 

 それから、カミングアウトですね。その

前提としてはやっぱり信頼と共感がキーワ

ードということで、これはアウティングに

対するやはり強い人権侵害に当たるという

ことなので、やはりこれは規制していくべ

きなんだという、こういったご意見も当時

いただきました。 

 それから窓口。これもしっかりつくって

いただきたいということ。 

 それから自治体としては、そこで非常に

議論になったのはトイレの問題ですね。例

えば新しいトイレを造るときに、男性トイ

レ、女性トイレという２つしかないという

ことで、いわゆるジェンダーレスであった

りとか、ジェンダーフリーのトイレ、多目

的トイレであったりとか、こういったもの

が足りないというところ、こういったご意

見もいただきましたし、それから制服とか

学校の体操服とか水着とか、このあたりも

男女の差というのがすごくあって、このジ

ェンダーレス化の状況、これはかなり変わ

ってきているとは当時聞いていたんですけ

れども、男女は例えば違うものを着るとい

うのではなくて、同じものを着るというと

ころも増えてきているんだという。 

 それから制服についてはスカートではな

くてズボンですね、そういったものも今導

入がされているというお話を伺って、これ

は途中経過でした。今どういう状況かはち

ょっと分からないんですけれども。 

 ということで、総括をするとやはり今の

男女共同参画社会推進条例の中には全く書

き込みがないんですね、この部分ね。だか

らこれを一つの考え方としては、条例をき

ちんと整備をして、その条例の中に書き込

むということが必要なんじゃないか。これ

は足立区として条例の中に入れるというの

が、参考資料の中に条例と書いてあるとこ

ろで法的拘束力はあります。それから制定

手続、これは議会を通さなきゃいけないの

で、これはかなり大変なんです、変えると

なると大変。議会で反対される方がいるか

もしれません、ひょっとすると。だけど議

会を通すということ。 

 それから、これはだから行政の姿勢です

から、行政としてはこういうスタンスでい

きますと条例に書き込むというやり方が一

つ。 

 それからもう一つ、これは他の自治体で

も結構行われているんですが、これを要綱

で決めてしまうというパターンですね。条

例化しないと。よく計画だけでやるとか、

要綱として制度だけ動かす。これは議会を

通す必要はありませんので、区長決裁にな

ります。今、足立区でやっているファミリ

ーシップだったりとかパートナーシップ、

この制度は恐らく要綱ですね。だから根拠

となる条例はないということです。だから

行政がぱっぱと進めてしまった。早くでき

たというメリットはあるんですけれども、

いわゆる条例としての根拠はないというこ

とになります。 

 ですので、今、足立区は要綱のみで様々

な施策を進めているというのが実態であっ

て、条例としての根拠というのはありませ

んと。 

 他の23区の地域、資料６にありますけれ

ども、丸がついているところは既に条例の

中に書き込みがあるというところになりま

す。これは下のほうが丸が多いんですけれ

ども、地域的に面白いのは、比較的山手線
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を半分にぶった切った場合、東のほうはバ

ツが多いんですね。なぜか東部のほうはこ

れが進んでいないと。比較的西のほうです

ね、杉並とか渋谷、世田谷とか、これは比

較的丸が多いと。かなり東京都も東部と西

部でかなり状況が違うと。 

 それから、やっぱり女性区長のところは

比較的丸がついているところが多いとか、

いろいろ地域の傾向もあるのかもしれませ

んけれども、足立区はいずれにしてもバツ

バツバツと、一番上に書いてある状況です。 

 こういった状況も踏まえて、今条例の中

に書き込むという自治体が増えてきている

中で、足立区としてはどのような形にすれ

ばいいのか。条例の中に書き込むという場

合は２パターンあって、一つは今の男女共

同参画社会推進条例の中にこれを書き込む

というパターン、例えばここにある中野区

みたいなケースですね。男女の条例とは別

に新たに多様性条例をつくるというパター

ンがあります。これはやっぱり区のスタン

スによるんですけれども、東京都ではなか

なか新たな多様性条例をつくっているとこ

ろは、ほかはあまりなさそうですので、恐

らく既存の男女共同参画社会推進条例の中

にこの多様性の文言を入れるというところ

が多いのではないかと思います。これはも

しつくるとなれば、どちらかを選ぶという

ことに結果的にはなります。 

 それから、もう一つはこのアウティング

の禁止です。これが入るかどうか。これ今

条例の中に入っている自治体のほうが圧倒

的に少ないんですけれども、ここまで踏み

込むかというところですね。アウティング

というのは、ほかの人にむげに情報を知ら

せてしまうとか、発信してしまう。これを

禁止するということなんですけれども、こ

ういったところまで踏み込むかという、幾

つか自治体によってもかなり温度差があり

ますし、方針の違いもある中で、今日は皆

さんに忌憚のないご意見をまずはちょっと

伺いたいと思います。 

 じゃ、それぞれ。まずは今の男女共同参

画社会推進条例の中に全く書き込みがない

と。このままでも動くは動くと思います。

先ほど言ったように要綱という形で制度を

動かすことはできるんですが、やはり条例

として新たにこれを書き込むということが

必要だと皆さん思うかどうかというところ

ですが、これいかがでしょうか。もし何か

皆さんご意見があれば。 

 ちょっと議員の皆さんに聞いてみましょ

うか。これ、議会通りますかね。どうなん

ですか。 

（ぬかが委員） 

 ちょうどこのＬＧＢＴＱの問題があった

ときに、私も当事者の方々との面談をずっ

と、議会のサイドで重ねてきていて、区長

ともかなり話をして議論したときに、区長

もやっぱりあの状況では条例は通らないか

ら、だから要綱でとにかく進めていきたい

というのが当時だったと思うんですけれど

も、ただ逆に私は条例……つまり議会サイ

ドから、会派は違うけれど公明党さんもう

ちもやっぱり必要と思っているけれども、

議会サイドからやってねと言って、やりま

すというよりは審議会で答申が出て、条例

化すべきということで、条例化をすれば今

お話があったように法的根拠があるという

点で、答申されたほうが区長も、審議会か

らこう指摘されたので条例にしていきたい

と思いますということが言いやすいんじゃ

ないかというふうには思うんですね。 

 若干そういう問題な発言をされた議員も

今議会にはいますが、議会の構成比率も変

わってきていて。 
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（石阪委員長） 

 選挙が一回あったんですね、５月にね。 

（ぬかが委員） 

 ５月に選挙があって、公明党さんと自民

党さん、同じ数になりましたし、それから

女性の議員は非常に増えましたし、どちら

かというと自民党さんの中でもすごく強く

反対をしたい議員さんが減っていると。議

会からいなくなられたということもあるの

で、ある意味チャンスなのかと。 

 というか、もっと申し上げると、この審

議会で答申されること以上の最善の策は、

これから足立区にきちんと条例として書き

込んでいこうと思ったら、それ以外の策と

いうのはやっぱり薄いかなと。つまりここ

でやるというのが非常に意味があるのかな

と、私は思いました。 

 どうぞ。 

（石阪委員長） 

 いかがでしょうか。 

（さの委員） 

 我が党も本当にこのＬＧＢＴＱについて

は当事者の皆様とも本当に話合いをさせて

もいただいておりますし、いろいろなお話

を聞く中で、うちは13名中、男性10名、女

性３名なんですけれども、一つの事柄につ

いて全員で同じ目線で進むというのが党の

スタンスなので、本当にみんなが絶対に誰

も取り残さないという視点でも大事だとい

うことでは意見がまとまっておりましたの

で、ぜひ今回のこの答申に入れていただい

て、あと本当に今話があったように選挙を

経て、例えば維新の会とか新しい方たちが

すごく変わって、若い方たちは何でも変え

たいぐらいの勢いで今来ているので、そう

いう意味ではすごくチャンスかなとも思い

ますし、ずっと要綱でいろいろなことを進

めてきた足立区ですけれども、やはりこの

一覧表を見ても、これが条例に入る入らな

いというのは、足立区のいろいろな意味で

ＰＲというか、本当に暮らしやすい町であ

ったり、ＳＧＤｓを進める町ということで

もいいＰＲにもなりますし、ぜひこれは答

申をこの審議会でしていってほしいなとい

うふうに思っております。 

（石阪委員長） 

 ちょっと國府田さんに伺いたいのは、条

例化するというメリットと、それから要綱

で進めてしまうというのは多分違うと思う

んですけれども、条例化するメリットはあ

りますか。 

（國府田委員） 

 そうですね。もちろん法的な拘束力とい

うか、法的根拠があるというところではや

はり強いと思います。要綱とかで決まって

いても、結局罰則とか何もない状態ですし、

何か決まっているんだなぐらいしかやはり

ないんです。条例としてしっかり作成され

て、公表されていれば、その分しっかりと

区としても動いている、行政として動いて

いるという立場も明確にできますので、そ

ういう点では条例化するメリットというの

は大きいと思います。 

（石阪委員長） 

 恐らくこの分野についてもということで

すね。 

（國府田委員） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 という皆さんからのご意見でしたけれど

も、まず一つ、やはり条例化することによ

って、その法的な根拠ですね、これが生ま

れると。今まで足立区がやってきたことと

いうのは結構要綱でばっと、これはとにか

く時間がなかった、スピーディーに進める

という、そういう緊急的な施策だと私は思
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っているので、法的に云々よりはとにかく

やってしまおうということで進めてきまし

たが、これは今後のことも考えると、きち

んと条例にうたうということが必要だと思

いますが、こちらについてはいかがでしょ

うか。 

 これについては、皆さん、特に反対とい

う方はいらっしゃらない。条例までやらな

くてもということも一つあり得ると思う。

今要綱でもできているので、ファミリーシ

ップ等々もあるということだから、特に条

例はという意見もあると思うんですが。 

 杉本さん、何かありますか。 

（杉本委員） 

私は条例化に賛成の立場なんです、個人

的には。なんですけれども、大変申し訳な

いんですけれども、私が所属している組織

はちょっとこちら方面に対して、いまいち

理解がまだまだかなという方が多いのが事

実なんです。 

 こういう言い方がいいか分からないんで

すが、足立区の場合は区長を筆頭にやはり

この男女共同参画であるとか多様性の話と

いうのは準備はしてきたけれども、なかな

か表に出せなかったというところの一つの

理由がやっぱり議会対応という部分があっ

たという歴史が、以前あったというのは聞

いています。 

 今回、要綱という形であったのと、皆さ

んご存じのとおり４年前にちょっと議会で

トラブルもあり、あったからこそできたと

いうところがある。今これをあえてどんと

したときに、また、結局条例なので最終的

に我々議会での可決が必要な案件になって

しまったときに、また一悶着、二悶着ある

気はするんですね。そのときに、もちろん

このシステムとして、ここの委員会に集ま

っている方々というのはもちろん基本的に

今の考え方をしっかりご理解されていて、

こういった条例に前向きという方がそろっ

ているところと若干まだ温度差があるのは

事実なんです。この前、町会の方々を見て

もらったときもそうだったと思うんですけ

れども、やっぱり若干の温度差をまだ感じ

ているところなので、まずそこの温度差を

縮める作業をもうちょっと丁寧にしないと、

足立区の場合どうなんだという、今不安は

あります。 

 僕は条例化したいんです、したいんだけ

ど、じゃ、いきなりそれを多数決で、はい

可決というふうにいくかなというのはちょ

っと少し不安があるのが現状です。 

（内藤委員） 

 ありがとうございます。私たちがこの委

員会で今議論して出す結論というのは、議

会で通るかどうかではなくて、真に区民に

とって、区にいる人にとって必要かどうか。

現状がどうであるか、立法事実がどうであ

るかということが大変重要かと思っていま

す。そのために事務局にも以前のヒアリン

グ結果を今回共有していただいたというこ

とです。 

 今、杉本さんにも出していただいたとい

う事件も過去には足立区では起きていて、

そして、その時点で考えるとそういった議

員がいた、そういった発言があった。そし

てそういう発言をする議員を選出するとい

う意識が区民にあったということなど、そ

して、その後、じゃ、意識はどう変わって

いるか。これは男女の調査をやっています

よね。調査のところで性的指向、性自認に

関するところも取っているので、その辺も

ちょっと事務局にはその後どう変わってい

るのか、変わっていないのか、フォローも

いただきながら、本当に私たちが必要な事

態なのかどうかということを情報をいただ
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いて、検討するのが筋かなというふうに思

いました。 

（石阪委員長） 

 今のご発言は、議会は取りあえず置いて

おいて、この委員会として、まずはこの条

例、これをかなり重く見ている方がやはり

多いと。きちんと法的な根拠を持つと。そ

れによって今の制度、これもブラッシュア

ップされていくと。もしこれ条例がないと

いうことになると、結局これはまたその場

その場で対応して、これも必要かな、あれ

も必要かなとやっていくと。 

 ですので、法的な根拠が必要だというご

意見が多いんですけれども、これは前回の

議論でも皆さん大体そういうご議論が多か

ったと思うんですが、ほかの方々、どうで

すか、この点についてどう思われるか。 

 片野さん、どうですか。 

（片野委員） 

 すみません、遅れてしまって。やはり条

例があるなしは結構大きいと思うんですね。

それで実際に23区を見ても、ないところが

まだあったりしますけれども、足立区の男

女共同参画推進条例はかなり昔にできてい

るので、やはりアップデートする必要が必

ずあると思うんです。 

（石阪委員長） 

 これ何年にできましたか、最後に改定し

たのは。 

（大高主査） 

 最後には、議員の皆さんを委員に加える

ので改定はしているんですけれども、大き

な中身自体は変わってはないので、実の中

身としては平成15年に。 

（石阪委員長） 

 平成15年、平成15年につくられた。 

（大高主査） 

 はい。 

（片野委員） 

 という形なので、やはりもうアップデー

トする。アップデート、ほかのところを見

てみると、アップデートする際につくり変

えているところもあったりするので、そう

いう傾向を見ていても、やはり足立区もそ

ろそろ、平成15年ってかなり変わってきて

いますので、内容等も変わっていくのが必

要だと思いますし、まず、変える必要があ

るということを訴えていくこと。変えるな

ら、こういうことを変えていかなきゃいけ

ないということを、本当に真摯にこの委員

会を中心に話し合って出していくことが望

ましいんではないかと思っています。 

（石阪委員長） 

 そうなると、この多様性の問題はもちろ

んですけれども、20年前にできたこの条例

をもう一度ここで見直していくという作業

も必要かもしれません、場合によっては。

この間、もう大きくいろいろなことが変わ

っていく中で、やはり条例全体を見直して

いく。その中で多様性に関するものも上が

ってきているということも必要なので、多

様性だけをただ断片的に加えていくという

ことではなくて、今の時代に合ったものな

のかどうかを委員会としてはきちんと精査

するということは、やはり片野さんは必要

という。 

（片野委員） 

 はい、そう思いますね。どちらかに偏っ

てしまってもいけなくて、多様性のほうに

重きを置かれて、女性団体が反対するとい

う状況も他区ではあったりするので、やは

り両輪で考えていくことが必要と私は思っ

ています。 

（石阪委員長） 

 ここはちょっと議論の分かれるところな

んですが、先ほど他区の例とありましたけ
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れども、実は女性団体がこの多様性の部分

を、男女に加えることに対して結構反対と

いう意思を示されているところもあります。

つまり男女共同参画というのは男女の格差

を是正すると。これが主目的であるという

ことなので、多様性の尊重というのはまた

別の議論だということですね。 

 そういう場合、団体は別に条例をつくる

んだったら分かると。多様性条例のような

ものを別途つくるんであれば分かるけれど

も、男女共同参画の趣旨が変わってきてし

まうんじゃないかという危機感を持たれて

いる団体の方もいらっしゃるんですね。 

（片野委員） 

 そうですね。決して、足立区の場合、私

たち足立区女性団体がそう思っているわけ

ではなくて、どちらかというと逆で、私見

ですけれども、私自身はそれを言われても

ぴんと来ないです。ジェンダーですよねと。

なぜそこで分けて考えるのか。問題意識を

持っている人が多くなるということでは非

常にいいことだと思っているんですね。な

ので、ちょっと年齢的なギャップも少しあ

るような感じもするんですけれども、やは

り今の包括的な考え方になってきている中

で、やはり男女と性の多様性を分けて考え

るというのは、ちょっと私としては、もし

つくり変えるのであれば、その辺は足立区

らしく、もう両輪でいくということを、ど

ちらも欠けても駄目というふうになってい

くといいなというふうに思っています。 

（石阪委員長） 

 ただ、この他区の例でいうと、例えば中

野区は「男女平等基本条例」という条例と、

それから「中野区人権及び多様性を尊重す

るまちづくり条例」、これ多様性条例とい

うのを新たにこれをつくっているんですね。

恐らく男女の問題と、それから人権を含め

た多様性の尊重というのは別の柱立てで進

んでいると。ほかの市も結構あります。条

例を別につくると。多様性の問題、人権の

問題。これはまた男女の問題とはちょっと

違うんだという、そういう考え方で２つ併

記されている。 

 都内では恐らく23区内ではここだけです

かね、中野だけですね。ほかは男女とくっ

つけてしまっているということですね。 

 ちょっと気になったのは杉並区の「杉並

区性の多様性が尊重される地域社会を実現

するための取組の推進に関する条例」、こ

れは多分男女とは別につくったという意味

ですかね。それか、恐らく男女の条例をこ

こは持っていなくて、そして多様性の条例

だけを後からつくったと。実は都内にはそ

ういう自治体もあります。男女の条例を持

っていなくて、新たに多様性の問題が出て

きたから、多様性だけつくったという、そ

ういうケースもありますので、これ今後皆

さんと一緒に議論していくときに、このあ

たり、今、足立区は男女がありますから、

この中に書き込むということで皆さん恐ら

くイメージされていると思うんですが、そ

うじゃないということもあり得ると。 

（内藤委員） 

 中野区のは、この２つ目の条例の経緯を

知っているんですけれども、必ずしも女性

差別と多様性の尊重のところがバッティン

グするから別にしたという経緯ではなくて、

男女とか障がいとか、それ以外のいろんな

属性のことを、上に基本条例のような形で

２をつくるという仕組みでつくったもので

して、そのために具体的な規定であるとこ

ろの、こういった差別禁止とかアウティン

グの禁止がこの２には入っていないという

つくりなんですね。これが上位の条例とし

てあって、この下にぶら下げていくような



17 

イメージが示されていました。 

 あと今のバッティングするんじゃないか

という見方があるという話ですけれども、

私も片野さんと同じですごく違和感があっ

て、女性差別も差別であり、人権の問題で

あるから、それは障がいであっても人種で

あっても同じことですので、本来はそうい

った包括的な人権尊重、差別禁止の下でく

くるべきもの、恐らくは施策の予算の問題

で、ほかの属性に対する人権尊重とか差別

禁止の施策が入ってくると、そのための予

算が取り合いになるというような、そこと

の関係で反対が起きるということがあるの

かなと思うんですけれども、片野さん、ど

うですか、そのあたり。 

（片野委員） 

 それは聞いています。要するに多様性が

入ってきて予算が減った、あと、課から係

になった、係もなくなったみたいな話を他

区で聞いていたりするので、そういう、ず

っと女性の男女平等をやっていらした方か

らしてみれば、どんどん縮小しちゃってい

るじゃないのというふうなイメージなんで

すね。 

 そこはもう新たな視点で見たほうがいい

のかなというふうに思っていまして、多様

性のダイバーシティを推進していらっしゃ

る方たちの意見でも、両輪であると書かれ

ている方はかなりいらっしゃるんですね。

ですので、そこのところを広い視点で考え

ていくという、先生がおっしゃったとおり

ですけれども、そういう視点で新しいもの

をつくるのであれば、やっぱり先を見据え

てつくらなくちゃいけないものだと思うん

ですね、ある程度。すぐ変えるというわけ

にはいかないと思いますので。 

 10年後どうなっているのかなということ

を視点として考えていけば、おのずと道筋

は決まっているように思うんですね、私と

しては。見えてきていると思うので、その

あたりをここも、私も含めて勉強をしなが

ら、新しいものをどうつくるかを考えてい

ったらいいんじゃないでしょうか。 

（石阪委員長） 

 ここで１点お伺いしたいのは、例えば女

性団体という場合に、性による団体ですね、

女性団体、例えば男性団体もあるかもしれ

ないですし、これ多様性ということを考え

ると、女性団体の逆に言うと存在意義とい

うものを再構築していかなきゃいけないと

思うんですね。女性だけの団体。例えばこ

ういった方々は女性団体に入れるのかどう

かとか、男性も女性団体に入れるのかとな

ったときに、これどうされるのかなという

のをちょっと気になっていたんですが。 

（片野委員） 

 今、足立区の女性団体連合は女性だけと

いうわけではないんですね。 

（石阪委員長） 

 ないんですね。 

（片野委員） 

 はい、ないです。もちろん女性が多いと

いうのはありますけれども、要するに男女

共同参画というのは、女性だけが頑張って

も達成しないんですね。やっぱり一緒に動

いてくれる男性の方がいないと難しい。で

すので、そこは女性だけとか、私たちの団

体は、この間も確認しましたけれども、ト

ランスジェンダー女性の方もウェルカムな

団体です。ですので、女性だと言っていれ

ば女性なんだろう、女性であるべき、女性

として認めるべきという考え方ですので、

生物学的な女性だけの団体というふうに見

られることは、ちょっと私たちとしてはと

ても残念と思っています。 

（石阪委員長） 
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 ですから、会員になるのは別に生物学的

に男性であろうが、トランスジェンダーで

あろうが構わないということですね。 

（片野委員） 

 はい。 

（内藤委員） 

 今、女性団体の話になりましたけれども、

女性問題とか、女性団体というのは性別の

問題をやるということであって、女性の差

別というのは、反対に今男性の差別、人権

の問題、性別に関する人権侵害マターの話

なので、そこはもちろん女性だけが取り組

む話ではなくて、ここでは男性の問題も取

り上げてきたと思うんですけれども、そう

いう問題でもあるし、あと性的指向、性自

認の話を考えてみれば、その他の障がいや

人種ということよりも、より性別に近いマ

ターで、今回ヒアリングペーパーの裏面に

も、男女の二元的な考え方が蔓延している

ということを、団体当事者の方は言われて

いましたけれども、性別二元論とか、異性

愛主義とか、こういったものがあって、そ

れは性別問題にも大きく関係している。女

性だからと言って、女のくせにとか、男の

くせにというのは、ここでも長く議論して

きた性別役割の問題であるし、今、片野さ

んがおっしゃったように、トランス女性は

本当に女性差別を、トランスジェンダーの

女性は生物学的には男性ですけれども、ト

ランス女性、自認が女性だということでト

ランス女性だとすると、女性差別を受けて

いるんですね。女性としての差別を受けて

いる。 

 そういうような意味で非常に性別問題と、

性的指向・性自認問題は、ほかの属性の差

別にすごく近い問題ですので、ここで多様

性の条例というふうに広げる、すごくいろ

いろな多様性まで広げるかどうかはさてお

き、少なくとも性的指向・性自認に関して

は性別マター絡みのマターなので、一緒に

取り上げるのはすごく適しているんじゃな

いかなというふうに感じました。 

（杉本委員） 

 一つよろしいですか。 

（石阪委員長） 

 どうぞ。 

（杉本委員） 

 多分よその区の条例でいうと、多分今日

の議論を聞いていると、足立区は今後改正

して目指すのに一番しっくりくるのは、多

分この例でいうと杉並区の条例を見ていた

だきたいんですけれども、「杉並区女性と

男性及び多様な性の共同参画基本条例」と

いう名前なんですが、今、内藤先生がおっ

しゃっていたように、今日のこの資料４の

話だと、男女格差の是正と多様性の尊重の

両輪という、多様性の尊重だと、すごく大

きくぼやけてしまうところがあるので、さ

っき片野さんがおっしゃっていましたけれ

ども、もともとは多分性の多様性的な発想

が出てくる前のまず前段階として男女共同

参画という、男性と女性という二元論的な

ところから始まっているところでの格差、

共同参画というところなんで、今回そうい

う意味では性別の垣根を取っ払いましょう

というコンセプトでやるのであれば、足立

区の新しい条例を求めるのであれば、性の

多様性とはっきり書かないと、この今日

我々がやっている会議の内容とはしっくり

こないのかなという気はします。 

 さっきのお話を踏まえて。ごめんなさい。

付け加えで以上です。 

（内藤委員） 

 性のということですね。 

（杉本委員） 

 そうです。多様性だとさっき言った多文
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化共生、障がい者、そっちも入ってくるの

で。 

（石阪委員長） 

 それだけだと。性の多様性。 

（杉本委員） 

 というのをはっきり書いたほうがいい。 

（石阪委員長） 

 ということは、今のご発言というのは男

女、今ある既存の男女の条例にプラスして、

性の多様性条例をつくるべきだと。 

（杉本委員） 

 そうですね。男女も書かなくてもいいん

じゃないかという言い方をして、性別にか

かわらず共同参画しましょうということで

すよね。 

（石阪委員長） 

 これは恐らく性の多様性が尊重されると

いうのは多様性のほうですね。男女は入っ

ていないんじゃないかな、これ。 

（内藤委員） 

 性を理由とする差別の禁止は入っている

ので、性別と一緒に入っていますね。 

（石阪委員長） 

 じゃ、名前を変えてしまったんですね。

多分当初、杉並は男女だったと思うんです

けれど。 

（杉本委員） 

 杉並、さっき言っていたのは墨田の。 

（石阪委員長） 

 墨田区。 

（杉本委員） 

 墨田区です。墨田区が「墨田区女性と男

性及び多様な性の共同参画基本条例」。 

（石阪委員長） 

 これは２つくっつけたパターンですね。

名前そのものを多分男女だったのを多様性

も入れたので…… 

（杉本委員） 

 今我々が議論しているのは、多分これに

一番近い雰囲気を受け取っているんですけ

れども、その理解は間違いないかなと、ち

ょっと確認も含めて今。 

（石阪委員長） 

 そのとおりです。今の足立区の男女共同

参画社会推進条例の中に、もし多様性を書

くとなると、もし名称まで変えるとなると

恐らくこういう形になるのかなと。名称ま

で変えるとですね。 

 ただ、名称を変えないということになる

と、この男女の名前が多分そのまま残る。

その中に多様性の表記が入ってくるという、

そういう形になると思います。 

（内藤委員） 

 いろいろなパターンがありますね。男女

条例のまま、文京区さんなんかもそうです

けれども、そのままで性的マイノリティの

差別禁止を入れていますから、様々なパタ

ーンがあると思います。内容をどうするの

かというところと、名前もつくり変えるの

かとか、本当に中野区の２みたいに、すご

く広くて性の多様性だけじゃない多様性も

含めてやるとか、性の多様性をくっつける

とか、様々なパターンが。 

（杉本委員） 

 ちょっと自民党議員が、ここまで言うと

という感じもするんですけれども…… 

（石阪委員長） 

 かなり踏み込んでいると思います。 

（杉本委員） 

 逆にそこまで含めるんだったら、男女だ

け書いていると、それはそれで何かほかの

人たちは含まれていないのという、条例の

タイトルからそういうニュアンスを受けて

しまうかなという気がする。 

 改正で名称も変えてもいいんですよね、

ルール上。 
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（石阪委員長） 

 大丈夫です。名称も変えられます。 

 今のご発言は、どちらかというと男女共

同参画、既存の条例の中に多様性を入れる

と。名前まで変更するというところです。 

 これ、実は条例の中にこれを書くことに

よって、例えば先ほど内藤さんからもあり

ましたけれども、トイレの問題ですね。ト

イレ、基本的には足立区の財政的な問題で、

トイレがどうしても多目的であったりとか、

ジェンダーレストイレが造れないという発

言を当時いただいたと思うんですよね。 

 ところが、これもし条例ができれば、や

はり多様性に合わせたトイレを造るという

形になって、いわゆる財政的にはできませ

んということはもう言えなくなってくる可

能性があります。さらに制服とか、もろも

ろ、もうそういうものに配慮しなきゃいけ

ない。これ条例に書いてあるんだというこ

とになると、そういったことが一気に進む

んじゃないかなと個人的には思っています。 

 ですから、条例化するということはかな

りインパクトがあって、足立区の様々な施

策の中にこういった考え方が実際に大きな

変化が出てくるという意味では非常に大き

いと思うんですが、ほかの方々の意見を聞

いてみましょうか。 

 田口さん、いかがですか。この問題、ど

うですか。 

（田口委員） 

 名前を変える。 

（石阪委員長） 

 のも含めて、つまり条例を制定するとい

うことに対してですね。 

（田口委員） 

 すみません、あまり知識がなくて申し訳

ないんですけれども、要綱にしたというと

きにかなりスピーディーにスピーディーに

やられていたんですけれども、全くスピー

ド感は違う。本当に違うのと、その段階と

いうのも全く違うものになるということで

すよね。 

（石阪委員長） 

 要綱はすぐにできますね。ファミリーシ

ップのときも早かったです。いわゆる問題

発言があったときに、あれから３か月ぐら

いでしたかね、もうできちゃいましたね。

あっという間に、これはもう議会を通さず

に要綱でぱっとつくってしまったがゆえに、

ああいったファミリーシップが出来上がっ

たと。 

（田口委員） 

 あとの足立区の先ほどの条例が平成15年

に、基本的にはそこでつくったものという

ことで、その３項目はバツバツバツとなっ

ていて、ほかの区は全部３つとも丸のとこ

ろもあるし、幾つかのところもあるという

ことで、足立区が四、五年前の全国的にも

かなり取り上げられたことがあったにもか

かわらず、そんなスピードになる…… 

（石阪委員長） 

 条例改正までに至っていないということ

ですね。 

（田口委員） 

 ほかのところは、こういうＬＧＢＴ関連

の文言の記載の問題は、ほかがいつ改正さ

れてこの丸になったかというのがすごく気

になっていて。 

（石阪委員長） 

 例えば私、別の自治体で同じようなこと

をやっていますけれども、例えば足立区で

いうファミリーシップとかパートナーシッ

プをつくるのに合わせて、もう条例もつく

っちゃいました、一緒に。だから条例を根

拠にして、そういったものをつくると。 

（田口委員） 
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 ほかの。 

（石阪委員長） 

 ほかの市ですね、僕の場合は。東京の町

田市ですけれども、新たに多様性条例をつ

くってしまって、条例とその制度とを並行

してやったと。だから議会を通したという

ことです、ちゃんと。 

（田口委員） 

 そこは物すごい早さで動いたということ

ですか。 

（石阪委員長） 

 いや、だから早くないです。足立区のほ

うが全然早い。だけどやっぱりじっくり条

例をつくってやりましょうということで、

条例に基づいて、こういった制度設計をす

ると、そういう進め方をやっている自治体

もあるということですね。 

（飯塚課長） 

 ちょっと補足していいですか。要綱でや

っているのは、足立区はパートナーシップ

とファミリーシップの宣誓制度と証明なん

ですね。要綱にはこういった人権のことは

一切うたっていないです。 

（石阪委員長） 

 人権はないです。制度だけですね。 

（飯塚課長） 

 制度だけ。ほかのこの条例で性の多様性

の尊重とか、今丸がついている区は、うち

より後だったりしますけれども、その条例

の中にファミリーシップを埋め込んでいる

というのもあります。 

 足立区はとにかく例の問題があったとき

に、まずファミリーシップ、そこが皆さん

不便を感じていらっしゃるところだったの

で、現実的な問題として生活に対して対応

していこうということで、ファミリーシッ

プ、パートナーシップを認めることで、皆

さん病院の面会ができたりとか、あと不動

産関係も手続ができるだろうというところ

で、実を取ったというところですかね。そ

こでスピード感を持ってやらせていただい

た。それは要綱ですので議会の可決は不要

ですから、区長決裁でというところでやら

せていただいています。 

 ただ、基本的な理念で性の尊重ですとか、

差別禁止というところの拘束力を持つ部分

は条例ということになりますと、かなりお

時間が必要ということで、まだ温めなきゃ

いけなさそうな雰囲気もさっき伺ったとこ

ろですけれども、ちょっと時間がかかって

いるかなというところですね。 

（内藤委員） 

 ありがとうございます。今、条例か要綱

かみたいな、この違いの参考資料も出して

いただいたので、そういう議論にちょっと

なっているんですけれども、重要なのはど

ういうルールをこの自治体で、地方公共団

体の中で持つかという、どういう実態があ

るから、どういうルールを持つべきかとい

うところがまずあって、それをどのような

強さのルールにするかというのがあると思

うんです。こっちを先に今議論をしても別

にいいんですけれども。 

 それに当たって、事務局だと思うんです

が、お聞きしたいのは、要綱でパートナー

シップとかファミリーシップを今やられて

いるということなんですけれども、足立区

の中でこういった人権尊重とか差別禁止、

この性別絡みじゃなくていいんですけれど

も、そういったものを要綱で定めているこ

とがあるのか。あと他の自治体でもそうい

った要綱で定めることが多いのかどうか。

私は結構知っていますけれども、条例が多

いのではないかなという気がしていますが、

その辺、もしご存じでしたら教えてくださ

い。 
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（ぬかが委員） 

 飯塚さんが分からなければ、私が。 

（飯塚課長） 

 すみません。 

（ぬかが委員） 

 総務のほうだから、人権のほうで。 

 足立の人権について、人権指針というの

があって、でもそれはまさにＬＧＢＴＱの

当事者団体の方々が人権条例をつくってく

れということを、議会に請願で上がってい

たこともありまして、つい最近までずっと

それは継続していたんですよ、改選まで。

毎回毎回総務委員会というところで議論し

てきたんですけれども、ここにあるような

中野区さんだとか、それから東京都もオリ

ンピックのときに人権条例をつくりました

し、とにかく人権条例をつくろうよと。 

 今、人権指針の中では「男女」とか「Ｌ

ＧＢＴＱ」とか「障がい者」とか、あと

「拉致被害者」とか、様々な各種人権、７

種類か８種類に分別して、それを全部こう

いうふうに大事にしようよということの指

針を持っているんだけど、条例が拉致問題

の条例しかないんだよね。 

（杉本委員） 

 そうですね。条例はたしかにそうですね。 

（ぬかが委員） 

 それも議会発案で全会派一致で、それだ

け人権条例があって、大本の人権指針の条

例がないというのは、非常にいびつな状況

の中で、やっぱりそこをきちんとうたう条

例をつくってくださいというのが当事者団

体の請願として出ていたんですよ。 

 私、ずっとさっきから考えていて、さっ

きの片野さんの発言と、あと内藤先生の発

言で私の中でもすごく整理されたというか、

何種類もいろいろな人権課題としてはあっ

て、でも全体を総合的に条例にしましょう

よと言っちゃうと、それは多分この男女共

同参画の範疇を超えてしまって、政策経営

というか総務部というか、そっちになっち

ゃうなと思いますと。ましてやどちらも、

先ほど言われた性別に関する人権侵害マタ

ーの問題でもあり、男性の問題でもあると、

そういう点で分ける必要はないんだよとい

う、これで整理されるのかなと。 

 つまり７つの指針の中では分けているん

ですよ、男女とＬＧＢＴを。だけど条例上

は、条例上というかこういう実際のものと

先ほどの考えでいけばそうなんだなと、非

常に納得したというか。 

（内藤委員） 

 他の自治体の要綱と条例の区分を教えて

いただきたいんですけれども、知っている

限りで。 

（飯塚課長） 

 すみません。要綱はまだ調べていないん

です。要綱を持っているかどうかというの

は。 

（内藤委員） 

 傾向としては多分これで結構な自治体が

条例化していると見えると思うので、方向

性としては要綱という感じではなくて、条

例で。東京だけじゃなくて、方向としては

もう。特にこのアウティングの禁止なんて、

今国の法律で、労働施策総合推進法ですけ

れども、アウティングはパワハラだと明記

しているぐらいなので、今さらここで後退

したものを書くのはもう全く意味がないぐ

らいだから、これを条例化しなければ全く

意味がないぐらいなので、そうなってくる

と、ルール化するなら条例以外ないような

事態なのかなという感じはしますけれども。 

 重要なのは中身のどういうルールになる

かなというところですね。 

（石阪委員長） 
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 恐らく今の発言にもあるように、もし条

例にしなかった場合は要綱でいくことにな

るんですけれども、要綱の中にこの性の多

様性を書き込むということになるんですが、

いわゆる法的な拘束力は当然ありませんの

で、足立区としての指針であったりとか、

ガイドラインみたいなレベルになってしま

うということになります。ただ、足立区と

しての姿勢はそれで見えるんですけれども、

議会も通っていませんから、基本的には区

長決裁で、区長のほうから、足立区はこれ

でいきましょうという、どちらかというと

宣言みたいな感じになってしまうかもしれ

ないですね。 

 ほか、皆さん、ちょっと伺ってみたい。

佐藤さん、どうですか、この点については。 

（佐藤委員） 

 この件に関してはあまりアイデアがない

んですけれども、さっき言われた男女の問

題と、それ以外とか、障がい者の扱いをど

うするかとか、多分広げれば広げるほどい

ろいろ考え方がきっと盛り込まなきゃいけ

ないものが出てくると思っているんですが、

ただ私はここに来て３年、ここの席に座っ

ていますけれども、今の議論を皆さんとや

っていて、今が潮時かなと、やるんだった

らタイミング的にと感じているので、私の

素人の感覚だからあまり当てにならないん

ですが、今やっておいたほうが、後々やる

んだったら今しかないなと思いました。 

（石阪委員長） 

 佐藤さんは前回いらっしゃいましたよね。 

令和３年。 

（佐藤委員） 

 はい、いました。 

（石阪委員長） 

 当事者の話も伺ったと思うんで、今が潮

時というお話もいただきましたが。やるん

だったら今。 

（佐藤委員） 

 やるんだったら今。 

（さの委員） 

 また、多分ここは変わったりするので、

委員はね。 

（石阪委員長） 

 そうですね。 

（杉本委員） 

 真逆のことを言う人が来ちゃうかもしれ

ないです。 

（石阪委員長） 

 今度代わるんですか。 

（さの委員） 

 うちはもう結構１年ごとに代わるんです

よ。 

（石阪委員長） 

 ということは恐らく年度をまたぐと。 

（さの委員） 

 年度でまた代わるので、そこが継続がで

きなくて、来た委員によってちょっと言う

ことが変わったりというふうな、今３年い

らっしゃると聞いたので、その方はずっと

同じ意識で継続しているんですけれども、

それぞれのお考えでまた発言されるので、

ちょっと変わって…… 

（石阪委員長） 

 なるほど。 

（内藤委員） 

 事務局にもう一点質問してもよろしいで

すか。条例と要綱にした場合の施策をやれ

る度合いの違いって、どれぐらいあるのか。 

（石阪委員長） 

 これはあくまで一般論ということでいい

ですか。 

（内藤委員） 

 一般論でいいです。 

 今日の経緯についての資料４を見ると、
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意識啓発みたいなところがまず重要な課題

ですよね。条例をつくって、こういうのが

できましたと。区民に向けていろいろやっ

ていくということも一つのすごく大きな意

味があると思うんですね、ルール化だけじ

ゃなく。そういったときに要綱である場合

と条例である場合、どちらがやりやすかっ

たり、あと予算措置、人員とか、そういう

のはどれぐらい差を生じますか。 

（石阪委員長） 

 いかがでしょうか。 

（飯塚課長） 

 恐らく条例にうたわれていたほうが教育

委員会にお願いしたりとか、いろいろな民

間に話をしていくときにやりやすいのでは

ないかなとは思いはします。今現在、今の

要綱はただのファミリーシップ、パートナ

ーシップしかないので、要綱でこの理念を

定義するというのがあまりイメージが自分

の中でできない感じではあります。 

 予算のことに関しては、条例ができても

要綱のままでもあまり変わらないかもしれ

ないですね。我々が何をするかというとこ

ろで、それの裏づけの予算なので、そこら

辺は変わらないかなと思いますが、ただ、

より皆さんに働きかけていくということと、

国のほうで当事者の方からまだまだ不十分

と言われていますが、理解促進法もできて

いますので、しかもあとこの23区のうち半

分ぐらいがもう徐々に条例を、品川区も今

検討中というような状況にもなっておりま

すので、気がついたら最後になっていると

いうような事態だけは避けたいかなと思い

ます。 

（石阪委員長） 

 いや、でも可能性はあり得るわけですよ

ね。比較的東部のほうはこれを見る限り、

なかなか難しいということがあります。 

 ちょっとまた皆さんに伺ってみましょう。 

 遠藤さん、どうですか。条例をつくるこ

と自体はやはりつくったほうがいい。 

（遠藤委員） 

 あまりこういうことに詳しくというか、

知見がないんですけれど、感覚としてはや

はり条例にすることで一つステップアップ

するんじゃないかな。やっぱりある程度強

制力がないと、リーダーの方からしても、

その普及に対して力が曖昧になってしまう

という感じがする。なので、ある程度きち

んとした条例なら条例ということでつくっ

ていったほうがいいんじゃないか。そうい

う意味では今あるこの男女共同参画とＬＧ

ＢＴのほうを一緒にすると、人権とか多様

性とかになるとちょっと視点が大きくなり

ますよね。なので、それを一つにするんじ

ゃなくて、それぞれを生かして論点を詰め

て進んだほうがいいんじゃないかなという、

感覚的なものですけれども。 

（石阪委員長） 

 性の多様性条例みたいなものを一つつく

って。 

（遠藤委員） 

 はい。それはそれで、中野区の男女平等

というのと共同参画という文字は違います

けれども、同じようなものかなという意味

では２番をまた別途つくったほうがいいん

じゃないかなという。 

（石阪委員長） 

 男女共同参画に加えて、これでいうと中

野区は広い意味での多様性ですけれども、

性の多様性に関する条例みたいなものを別

途、そのほうが分かりやすいということで

すね。 

（遠藤委員） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 
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 ありがとうございます。 

（遠藤委員） 

 論点を分かりやすくしたほうがいいかな

と。 

（石阪委員長） 

 男女は男女、今までの男女格差の是正と

いうところにフォーカスしてという。 

（遠藤委員） 

 そんな感じがします。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。市川さん、いか

がですか。どうでしょう、この問題。 

（市川委員） 

 要綱ができてから、今までずっと条例が

できていなくて、要綱ができてから条例に

しなければいけない必要性というのがちゃ

んとないと、条例にしましょうよと言った

って反対論者がいっぱいわあわあ出てくる

と思うんですよね。それで条例で2003年に

つくってさ、そこから何にもあまり変わっ

ていないからさ、もう時代じゃないよねと、

これは多分一個の理由だと思うんですよね。

今の時代は、20年前はもう大きく違うし。 

 要綱だけだとこういう問題があると、だ

から条例をつくるべきだというのがやはり

ないと問題で、あとは名称については、要

は中身の問題なので、会派の皆さんが何か

仲よく落としどころがいいところの名称を

つくればいいんじゃないのかななんていう

ふうに思っています。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。ある程度整理が

必要だと思うんですね。要綱と条例、両方

とも進めていく上で、やはり条例をつくる

積極的なメリットがないとつくる意味がな

い、納得もしてくれないと。それはある程

度ここで皆さんと共有するということが一

つ大事なのと、それからもう一つは、20年

前につくった男女の条例、これはやはりも

う時代にそぐわないので、これは別途見直

していく必要があるだろうというご意見も

いただきましたので、この２点ですね。こ

れはこの中で次年度、皆さんと一緒に整理

していきたいと思っています。 

 ありがとうございます。 

 山下さん、いかがですか。 

（山下委員） 

 大体の論点は多分皆さんと同じかと思わ

れるんですが、20年前から何も変わってい

ないということで見直しの改正は必要なの

かなという、この目まぐるしくいろいろ、

ああじゃない、こうじゃないと、この１年、

２年でもすごく変わっていたりするので、

ちょっと見直しの改正が必要なのかなと、

今の時代とこの先考えてというのもありま

すし、あと認知度と理解度がまだ年齢によ

って大差があると思っていて、そこもどう

にかしないといけないなというのもあって、

学校側で見ていても、子どもとかいうより

も先生たちの温度差というか、理解度が薄

いというのがあって、ジェンダーの問題を

一時期講座で、学校でやろうとしたんです

けれど、やっぱり先生たちの温度差によっ

て一度断られたことがありまして、学校で

できなかったというのもあったんですけれ

ども、先生たちのジェンダーの問題の温度

差という啓発も必要だと思っていて、理解

度がまだ薄いのかなという。子どもたちは

もうそれよりも先にジェンダーのことが、

実際起きているんですけれども、そこに目

をつぶっているのか、理解度が薄いのか、

温度が低いのかというのを、ちょっと目の

当たりにしている状況です、今。 

（石阪委員長） 

 前回のときも議論になったんですけれど

も、学校教育の中で、実はＬＧＢＴの問題
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を、あまり足立区では積極的にやられてい

ないような印象を受けたんですけれども、

やはり条例化するということはそういうと

ころにも、先生方も含めてきちんとここは

教えていかなきゃいけないとか、対応しな

きゃいけないということを学んでもらう機

会に私はなるのかなと思っていますので、

当時からそういう問題がありました。 

 東京都としていろいろなガイドラインや

指針は出てくるんですけれども、足立区と

して独自の、例えば教材も含めてですけれ

ども、なかなかなかったというところです

よね、このあたり。 

 それから先ほど言ったように、多分トイ

レであったりとか、水着であったり体操服

であったりとか、この辺は実際、山下さん、

どうですか、かなり。 

（山下委員） 

 そうですね。変わってきているのもあり

ますし、共通というか、男女共通という水

着だったり、ボックスタイプになったり。 

（石阪委員長） 

 水着もね、男性でも上まで着ているよう

なね。 

（山下委員） 

 そうです。一体になっているやつだった

りとか、体操着も男女一緒のという共通の

体操着になってきています。中学生の制服

も、私の目検ですけれども、ブラウス、ス

ラックスというのは見かけたりしますけれ

ど、逆のパターンというのはまだ見かけた

ことはないですけれど、それが見かけられ

る率が高くなってきました。ここ一、二年

で。 

（石阪委員長） 

 スラックスが増えてきた。 

（山下委員） 

 はい。性別的に女の子が着ているという

のが、そんなに違和感がないぐらいの数が

というか、多くなってきてというのがあり

ます。 

（石阪委員長） 

 これは100％導入されているんですか、足

立区はスラックスは。 

（ぬかが委員） 

 １校除いて、選べる制服で。 

（石阪委員長） 

 それは何か理由がある。 

（ぬかが委員） 

 学校ごとに生徒会と校長先生、学校で話

し合って、全部変えていったんですよ。そ

れがうまくまとまらないで、変わっていな

い学校が１校だけ。35校の中学校の中で。 

（石阪委員長） 

 この間、だからある意味ではそういった

ね、変わってきたという。 

（ぬかが委員） 

 でも全部。ほぼ全部。 

（山下委員） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 じゃ、最後までいきましょうか。すみま

せん。一言ずつ、何かもしあれば。 

（札本委員） 

 条例をつくるのは賛成です。これは性の

多様性ということで、人権の尊重、人権の

問題ですよね。これを要綱レベルで済ませ

るというのはちょっと軽いと思うんですよ

ね。やっぱり足立区としてちゃんと条例を

つくって、そこはきちんと守っていくぞと

いう姿勢を見せるべきだとは思います。 

 足立区としては最先端の条例をつくって

いただく。これ全部丸がつく。 

（石阪委員長） 

 最先端。 
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（札本委員） 

 最先端でね。全部丸になるというのをや

っていただきたいし。あと新しい条例をつ

くるか、別にするかという問題なんですけ

れども、私としてはちょっと別にしたほう

がいいのかなと思っています。というのは、

男女共同参画というのは基本的に男女の社

会参画を50％50％に、究極の目標としてす

るというのが目標と思っているんです、私

は。ちょっと違うかもしれませんけれども。

それとその性の多様性というのは若干方向

性が違うのかなということは思いました。 

（石阪委員長） 

 格差是正の問題と、性の多様性というの

はちょっと別なんじゃないか。 

（札本委員） 

 そうですね。性の多様性というのはちょ

っと、おっしゃるとおり違うかなと思いま

す。ありがとうございます。 

（石阪委員長） 

 はい。このあたりも恐らく議論になって

くると思いますね。一つは両輪という考え

方もあるんですよね。自動車でいう両輪で

走らせると。 

（札本委員） 

 そこは形の問題であって、大事なのはち

ゃんと条例にするということです。 

（石阪委員長） 

 条例にする。はい、ありがとうございま

す。 

 いかがでしょうか。どうでしょうか。 

（齋藤委員） 

 私も基本的に条例化を目指すというのが

最も、こういったデリケートな問題に対し

て、区としての対応としてはいいと思いま

すし、先ほど課長がおっしゃられていたよ

うに、やはり行政としても関係団体に働き

かけるときに条例化されているということ

はとても、重要なんではないかというふう

に考えます。 

 もちろん先ほど片野委員がおっしゃった

ように、アップデートしていくというのも

これもまた一つ、条例化する意味での大き

な理由になるのかなというふうにも考えま

した。これを分けるかどうか、男女平等基

本条例とこの性の多様性を分けるかどうか

というところについては、ちょっとすみま

せん、まだ勉強不足でよく、こうすべきで

はないかなという意見が言えないんですけ

れど、ただ先ほどちょっとお話のありまし

た子どもに、小学生とか中学生にとっての

ＬＧＢＴＱの問題、これは人権擁護委員で

は各学校の要請に従って、人権教室という

ところでテーマを決めて、そういったこと

を推進してはおります。 

 私はまだ人権教室をしたことはないんで

すけれど、ほかの先生方のご意見を伺うと、

やはり非常にインパクトがあって、子ども

たちの感想も、多様性というところに目を

向けることができたというのが幾つか聞か

れております。だからそういう意味ではそ

んなに分けなくてもいいのかなとも思う一

方、やはりここのところは微妙に違うのか

なというふうな気がします。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 片野さん、どうぞ。 

（片野委員） 

 条例にしていただきたいなと私は思って

います。 

（石阪委員長） 

 分かりました。ありがとうございます。 

（小島委員） 

 要綱と条例かについては、個人的なお願

いとしては条例にしていただきたいなと思
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います。 

 それと名称なんですけれども、先ほどお

話がありましたとおり、男女という対応に

するのか、人権はじゃ、どうするのかとい

うことについては、やはり人権は盛り込ん

でいただきたい内容だと個人的に思います

ので、二本立てにするのか、名称を一本化

にして、これも盛り込んでいただくのかが

いいかなと思われます。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ただ、人権となったときに性の多様性み

たいな表現のほうがいいということですか

ね。そうじゃなくて人権条例みたいな。大

きくなりますよね、かなり人権だとね。 

（小島委員） 

 そうですね。ただ、そうなるとちょっと

やっぱり難しくなるので。 

（石阪委員長） 

 そうですね。恐らくここマターじゃなく

て別のところも含めて……、恐らくですけ

れども、性の多様性条例みたいなものもき

ちんとどこかに文言として、名称に入れた

ほうがいい。そういうことですね。 

（小島委員） 

 はい、と思われます。 

（石阪委員長） 

 どうでしょうか。 

（國府田委員） 

 結論からして、条例化を進めたいとは思

っています。やはり何のためにやるのかと

いうところはずっと意識はしていきたいな

というところなんですよね。やはり要綱レ

ベルで動いているし、問題ないからこのま

までいいかと言われると、やはり重要な人

権課題についてこのまま進めるというより

かは、一定程度しっかりとした形に残す必

要はあるんだと思います。 

 やはり今までの動きは、この審議会での

お話とか、こういう提言を通じて議会を動

かして検討を重ねていくというのは重要な

のではないかと思います。結論としてここ

の委員会でどうなるかというのと、また議

会レベルでどうなるかって別の話だと思い

ますので、やはり一つの方針、問題点を発

信して、共有していくという観点からして

も、またあと要綱とか条例の定めたときの

実効性の観点からも、やはりここの委員会

で決めたことを一度上に上げるような形で

検討を進めていくのがよいのではないかと

思っています。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。ちょっとこれ事

務局に確認ですけれども、もしここですけ

れども、仮に答申でやはり条例はつくるべ

きだろうという答申を上げたときに、その

後のプロセスはどうなっていくんでしょう

か。例えば条例を見直すとなったときに、

何かワーキンググループみたいなものが庁

内にできて、そこを中心に動いていくのか。

それとも、ここでもうある程度つくってし

まった案を上に上げるのか。 

 あくまで委員会は、これは委員会で提案

はもちろんすると思うんですよ。具体的に

この文言等々を詰めていったり、内容を検

討するという何か、その後のプロセスはど

うなのか、ちょっと伺いたいんですが。 

（飯塚課長） 

 一度答申を区長のほうに上げていただい

て、それを受けて所管として、その中身を

法的な部分、文言とかは相談しなきゃいけ

ない部分が残りますけれども、整えて提案

なりというところで進めていく形になるの

かなと思います。 

（石阪委員長） 

 恐らくここの場で議論するというよりは、
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どこか専門家の方々でご議論いただく場を

設けて、例えばこれは一本化するのか、そ

れとも分けてやるのか、恐らくまたこの委

員会に上がってくるわけですね。またそれ

を議論して、委員会としては、例えばこち

らのほうがいいんではないかとか、こうい

うふうにしたほうがいいんではないかとい

うことをずっとやり取りしていくと、こう

いう形になっていくので、もし今日皆さん、

お話を伺って、条例を改正するということ

に対してはほぼ全員の皆さんが賛成という

ことになりました。 

 それに向けて、こちらの委員会としては

区長に向けて答申をすると。やはりこれは

条例化すべきだろうという、皆さんの総意

で答申をするとなったときには、今度は区

長のほうから役所の中で何か部会なりワー

キンググループをつくって、そこできちん

と条例を改定していくようなプロセスが起

こり得るということになります。 

 手続としては、今年度中に区長に申し上

げたほうがいいのか、それとも区長のほう

から、普通は諮問という形が本来あって、

それについて答申をするわけですけれども、

これ別に特に諮問があるわけではないので、

我々のほうから区長に対して、これは答申

なのか提言なのかちょっと分かりませんけ

れど、提言だと思いますが、今年度中に上

げたほうがいいのか。それとももし次年度

上げるということになるのか。それによっ

てスケジュールが変わってくるんじゃない

かと思うんですね。 

 ３月14日に区長に我々はお会いしますの

で、もしそのときに皆さんの総意としてや

はり条例化すべきであるということを区長

に申し上げる機会がもしあれば、そこで一

旦申し上げて、次年度それに向けて庁内で

検討していただくというプロセスのほうが

いいと思うんですけれども、いかがでしょ

うか、この点について。 

（飯塚課長） 

 具体的に進めていくのは来年度に入って

からとは思っております。通常、条例改正

は、所管だけでつくっていくところがあり

ます。 

（石阪委員長） 

 所管でやるということですね。 

（飯塚課長） 

 ええ。 

（石阪委員長） 

 そういう形ですね、そうするとね。 

（ぬかが委員） 

 理念条例だから、やるというふうにもし

なれば幅広く意見を募るし、パブリックコ

メントも理念条例の場合はやると思うんで

すよね。改正であってもね。 

（飯塚課長） 

 品川区さんが今、パブリックコメントと

かいろいろ進めているようなので、条例を

改正するために検討委員会を立ち上げてつ

くっているようです。例えばこの委員会で

ずっと検討していくということになるのか

なと思ったんですが。 

（石阪委員長） 

 いわゆる皆さんからご意見を伺うという

意味では、この委員会からご意見をいただ

くことになるんですが、恐らく文言等々も

含めて修正していくのは事務局のほうでお

願いすることになると思います。 

 スケジュールを考えると、できればそれ

こそ来年度末ぐらいにはある程度議会に上

がっているようなイメージを持ちたいと思

うので、どうでしょうか、難しい。２年か

かりますかね、もしやるとしたら。 

（さの委員） 

 皆さんって、大体年間に決まっているん
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ですか、この審議会の回数とかいうのは。 

（石阪委員長） 

 大体決まっています。 

（さの委員） 

 決まっているんですね。その中でできる

かですよね。 

（石阪委員長） 

 ある程度事務局のほうで一定、ここで審

議を経て。 

（ぬかが委員） 

 だよね。事務局で話すしかないんだよね。 

（石阪委員長） 

 条例の改正だと大体、丸一年あれば。新

規ではなくて、できると思うんですけけれ

ども、これは２年かける必要ありますかね。

どうだろう。 

（内藤委員） 

 多分並行して事務局と正副（委員長）の

ほうとで相談しながら皆さんにお示ししつ

つ、ご意見を伺いながら進めるという形で

いきますよね。 

（石阪委員長） 

 そうですね、恐らく。 

（内藤委員） 

 潮時という話もありましたけれども、皆

さんのお気持ちがもう固まっているので、

早めに進めたほうがいいのではないかなと。 

（石阪委員長） 

 私もそう思っています。 

（内藤委員） 

 ついでに１件いいですか。 

（石阪委員長） 

 どうぞ。 

（内藤委員） 

 どういうふうな流れでいくという話にな

っているんですけれども、ですからどこで

この後議論をするのか。ちょっと明確では

ないですが、やっぱり条例というだけじゃ、

私たちそれだけを提言して終わりというこ

とじゃないと思うんですね。中に何が必要

かという議論を実態に照らして、私たちか

ら意見をしていくということが多分来年度

必要になってくるのかなと思うので、だけ

れども必ずしもどういったルールをほかの

自治体が持っているかというのは、今日こ

ういうふうにまとめていただきましたけれ

ども、この条例の名前を見ただけでは分か

らないと思いますので、新たに盛り込まれ

た、男女のところは皆さん分かると思うん

ですけれども、性の多様性部分については

どういうことが盛り込まれているのがトレ

ンドなのかというところを、少し来年度な

のか次回なのか、まだ３月にあるというこ

とですので、情報をいただけるといいのか

なと。事務局へのお願いになりますけれど

も、思いました。 

 それと対になるという意味では、足立区

の実態ですね、男女の調査の中で性の多様

性のところを取っていますよね。そこのと

ころが、何年に一度やっているんでしたか。

二、三年に一度やっていますよね。毎年で

したか。 

 毎年ではないですよね。 

 でも大体共通項目で取ってきていると思

うので、どのように変わってきているのか

というところも踏まえて、考えていくべき

かなと思いました。 

 あと男女の条例に溶かして込んでいくの

か、別なのかという議論もありました。具

体的には多分来年度の話なんでしょうけれ

ども、溶かし込みも結構うまくいっていて、

多分私が知る限り、豊島区は平成15年にも

ともとの条例をつくっているんですけれど

も、平成31年にパートナーシップ制度も入

れ込み、さらに性的指向、性自認に関する

差別禁止とかアウティング禁止とかも一緒
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に入れる男女条例。これは名前が男女共同

参画推進条例のままですけれども、中身は

かなり盛り盛りな感じになっています。だ

から、どうやって溶かし込めているのかと

いうののいい参考例になるとは思います。 

 さっきぬかがさんから、理念条例だから

という話が出たんですけれども、多分皆さ

んなじみがないかもしれませんが、この中

野区の２番目が理念条例というようなもの

です。これはどう評価していいか微妙です

けれども、このバツバツというので分かる

とおり、具体的な実効性、さっき実効性が

あるものがいいんじゃないかというのが遠

藤さんから出たと思うんですけれども、そ

ういう意味でいうと実効性がないものです。

理念条例というのは理念的な、基本的なこ

とを書いてあるだけなので、中野区の場合、

性別に関してはこの１があるから、その下

に具体的な項目が書いてある。多分性の多

様性についてはまたつくるみたいな想定な

んですよね。 

 ここでもし理念条例をつくると、バツバ

ツのままなので結局実態は変わらない、あ

まり実効性がない、強制力がないというこ

とになるので、やはり目指すところは具体

的に現場が変わっていくことを私たちは提

言していったほうがいいんじゃないかとい

うのは思っています。 

 あと人権のワードの話も出ましたけれど

も、やっぱりタイトルに「人権」と入れる

とイメージが変わるので、もちろん「男女」

とか「性の多様性」とかいろいろなワード

がありますけれども、人権というともちろ

ん幅広なんですが、性別とか、性的指向、

性自認に関する差別禁止とか人権尊重も人

権の中の一つだから、何か工夫してイメー

ジが伝わるものができたらいいなと思いま

す。でもそれは単に名前なので、後々考え

ればいいのかなと思っています。 

 ありがとうございました。 

（石阪委員長） 

 ですので、実質的な議論というのは、今

年度については今日が最後になると思うん

ですが、次回は３月末に開かれるのは講座

の評価になります。恐らく次年度がスター

トするのが６月ぐらいでしたか。いつです

か、１回目は。 

（飯塚課長） 

 ６月ぐらいですね。 

（石阪委員長） 

 そこの６月のところである程度素案みた

いなものが上がってくると、我々としては

すごく議論しやすい、たたき台ですね。そ

れぐらい、例えばですけれど、さっき言っ

た二本立てバージョンとか、一本に溶かし

込む。例えば豊島区みたいな感じにしまし

たみたいな感じでつくり込んでくるとかで

すね。ある程度たたき台がないと、我々ち

ょっと議論しづらい面もあると思うんです

ね。これだけを見て、じゃあどうしましょ

うと。 

 ですので、先行事例でもいいですし、あ

るいは足立区としてはこんな感じでいくと

いうようなイメージできるような、そんな

資料を次年度の最初の会議のところで共有

できればと思います。 

 ですので、ちょっとここで皆さんに共有

しておきたいのは、一つは次年度のテーマ、

これは大体いつも二本でやっているんです

けれども、今年度は地域の団体と条例とい

うことで進めてきましたが、来年度はまた

条例をちょっと一本残して、もう一つ、ま

た皆さんと一緒に次年度、何について議論

するかというのを、恐らく６月になると思

うんですが、また皆さんからご意見をいた

だいて、ヒアリングをしたりとか、あるい
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はそういった形で進めていきたいと思いま

すが、こちらについてはいかがでしょうか。

条例はちょっと残すと、次に。次年度につ

いてはまた新たに皆さんから選んでいただ

いた様々なテーマの中から一つ選んで進め

ていくと。 

 今までもいろいろ議論してきましたけれ

ども、例えば現在能登のほうでは地震があ

りますから、例えば防災について来年度や

ってみようとかですね。そういうこともあ

り得ますし、それから地域はもう終わりか

なという気も個人的にはしているんですけ

れども、また別な案件ですね。学校の問題

もあるし、いろいろあると思いますから、

また皆さんの中でちょっとご発言をいただ

いて、決定していきたいと思います。 

 それでは、一旦議論については、この男

女共同参画社会推進条例の改正については

以上、次年度に持ち越す形になりますけれ

ども、また引き続きご議論のほうをよろし

くお願いします。 

 

５ 事務連絡 

（石阪委員長） 

 その他ですけれども、事務局から何かあ

りますでしょうか。 

（大高主査） 

 最後、事務連絡になります。先ほど冒頭

に課長のほうからお話があったかと思うん

ですけれども、ファイルのほうに、３月の

第６回目、講座の評価だけの出欠の確認と、

口座振替依頼書を入れさせていただいてお

ります。毎度のことながら、口座振替依頼

書のほう記入して、最後事務局まで渡して

いただければと思います。 

 評価の日付についても同様ですね、最後

事務局までまとめて渡していただければ幸

いです。 

 以上になります。 

（石阪委員長） 

 ほか、何かよろしいでしょうか。 

 それでは、以上をもちまして、本日の会

議、終了させていただきます。長時間にわ

たりどうもありがとうございました。 


